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要　　　旨

市町村国保財政の都道府県単位化は、これまで長らく問題視されてきた保険者間格差を解決する大き

な制度改革である。しかしながら、各都道府県内での格差は解消されたとしても、今度は都道府県間の

格差が顕在化することも考えられる。都道府県間格差が 1人当たり医療費の格差に起因するものであれ

ば、それは各都道府県の医療費適正化努力によって解消すべき問題であるが、高齢者の給付費に関する

財政調整の不備に起因する場合には、公的医療保険制度全体の問題として解消を目指すべき課題となる。

本稿では、市町村国保財政について都道府県単位での将来推計を行い、給付費や保険料負担等の今後

の全体としての動向およびその地域差について検証を行った。

今後 20 年ほど、医療給付費や保険料負担は全体としては増加傾向を示すが、その変化のペースやパ

ターンには地域差が起こることが確認された。また、保険料負担を 1人当たり保険料で見るか所得総額

に対する比率で見るかによって都道府県ごとの保険料負担に対する評価は大きく異なることも明らかと

なった。
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1　序論

2008 年度に創設された後期高齢者医療制度は事前の周知不足を原因とする混乱により生じた反発

もあったが、75 歳という年齢で区分することなど、制度自体への強い批判が起こった。新制度の下で

負担増となる被保険者に配慮する形で保険料の軽減措置が取られ、さらには制度創設後半年を待たず

して高齢者医療制度に関する検討会が発足し、制度見直しの議論が進められた。

それを受けて、2009 年 11 月に設置された高齢者医療制度改革会議で具体的な制度設計が議論され、

2010 年 12 月の同会議の最終とりまとめでは、高齢者医療制度を廃止して 75 歳以上も現役世代と同様

に国保か被用者保険に加入するという従来の形に戻し、その上で公費・現役世代・高齢者の負担割合

の明確化と都道府県単位の財政運営という現行制度の利点をできるかぎり維持していくことが示され
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た。

同会議では、新制度で 75 歳以上の大半が加入することになる市町村国保については、2013 年度か

らは 75 歳以上の給付費については都道府県単位の財政運営とし、75 歳未満の財政運営については都

道府県単位化の準備を進め、2018 年からは全年齢を対象に都道府県単位の財政運営を行うという改革

案が示された 1）。

改革案はその後法案化が目指されたが、 2012 年 4 月に成立した「国民健康保険法の一部を改正する

法律」では市町村国保の財源基盤強化策の恒久化と保険財政共同安定化事業の拡大が盛り込まれたの

みで、後期高齢者医療制度に代わる新制度については「社会保障制度改革国民会議」で改めて議論す

ることになっている。

市町村国保財政の都道府県単位化は、これまで長らく問題視されてきた保険者間格差を解決する大

きな制度改革である。しかしながら、各都道府県内での格差は解消されたとしても、今度は都道府県

間の格差が顕在化することも考えられる。都道府県間格差が 1人当たり医療費の格差に起因するもの

であれば、それは各都道府県の医療費適正化努力によって解消すべき問題であるが、高齢者の給付費

に関する財政調整の不備に起因する場合には、公的医療保険制度全体の問題として解消を目指すべき

課題となる。

そこで本稿では、市町村国保財政について都道府県単位での将来推計を行う。高齢者医療制度のあ

り方等を検討するためのベンチマークとなることを目指すため、あえて現行制度を前提とした推計と

する。また、将来の 1人当たり医療費や所得の伸びについても全国で一律とする。これにより、主に

人口規模と年齢構成の違いによる将来の都道府県間の財政状況の違いが明らかとなる。

本稿の構成は次の通りである。第 2節は、市町村国保財政の現状と、将来の人口構成についての都

道府県ごとの違いについて確認する。第 3節は本稿における市町村国保財政の将来推計の方法につい

て述べる。第 4節は被保険者数、医療給付費、保険料など、将来推計の結果について検討する。第 5

節は本稿の結論が要約される。

2　市町村国保財政の現状

表 1は、主要な公的医療保険制度について 2010 年度における財政状況を示したものである。協会け

んぽ、組合健保、共済の各被用者保険では給付費を上回る保険料が徴収されており、前期高齢者納付

金、後期高齢者支援金、退職者医療制度の療養給付費交付金に充てられている。市町村国保（一般）

では、給付費（8.1 兆円）が保険料（2.8 兆円）を上回っており、後期高齢者支援金（1.2 兆円）の拠出

と合わせて、その財源は前期高齢者医療制度による交付金（2.7 兆円）と公費負担（3.8 兆円）で賄わ

れるという構図となっている。後期高齢者医療制度は患者負担を除く給付費（11.7 兆円）の半分が公

費負担（5.8 兆円）で、残りが後期高齢者の保険料（0.9 兆円）と後期高齢者支援金（45.0 兆円）で賄
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われている。

2008 年度に後期高齢者医療制度が創設され、それまでその多くが市町村国保の被保険者かつ老人保

健受給対象者であった75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となった。不透明かつ不完

全な老人保健制度拠出金による財政調整が解消され、後期高齢者支援金によって 75 歳未満の公的医療

保険加入者が均等に 75 歳以上の医療給付費の一定割合を負担する仕組みとなった。

しかしながら、所得水準の違いから来る保険者間での負担能力の格差が明らかとなった。特に協会

けんぽの財政状況に配慮する形で、平成 22 年度からは被用者保険が拠出する後期高齢者支援金の 3分

の 1については従来の加入者割ではなく、平均所得水準に応じた総報酬割による拠出金の按分が特例

措置として実施されている。

他方、市町村国保においては、1人当たり医療費の高い 75 歳以上の被保険者が後期高齢者医療制度

に移行することで従来から問題視されていた保険料負担の保険者間格差が解消することが期待された

が、ことは容易には進んでいない。

図 1は後期高齢者医療制度創設直前の 2007 年度 における市町村国保の各保険者について、地域差

指数（年齢構成の違いを調整した保険者別 1人当たり医療給付費の対全国平均比）と 1人当たり保険

表 1　医療保険財政の構造

（注）  『医療保険制度の財政構造表－平成 22 年度－』（厚生労働省保険局調査課）に基づき筆者作成。
特に断りのない限り、単位は億円。
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料の対全国平均比をプロットした相関図である。医療給付費の保険者間格差は最大で全国平均の 0.6

倍から 1.6 倍と広く、老人保健制度による財政調整の下でも、1人当たり保険料の保険者間格差は全国

平均の 0.3 倍から 1.7 倍と大きくなっている。

図 2は、後期高齢者医療制度創設直後の 2010 年度における市町村国保の各保険者について、地域差

指数と保険料指数（標準化指数）の対全国平均比をプロットした相関図である。図 1と比べ、とくに

保険料の保険者間格差は縮小し、縦軸方向への散らばりが小さくなっていることが観察できる。しか

しながら、横軸である医療費の保険者間格差はさほど縮小しておらず、プロットされた点の分布を見

ると、医療費の格差と保険料の格差の正の相関がより明確になっていることが分かる。

高齢者医療に係る財政調整の仕組みが老人保健拠出金から後期高齢者支援金へと委ねられたこと

で、不透明かつ不完全な財政調整が是正され、その分の保険料の保険者間格差は解消されたが、医療

費の保険者間格差に由来する本来の保険料格差がより明確になったということをこれらの図は示して

いる。

1人当たり医療費に地域差が見られるということは従来から指摘されてきている。図3は 2002年度

と 2007 年度における都道府県ごとの医療費の地域差指数を示したものである。北海道、北陸地方、広

図 1　医療費と保険料の相関（2007 年度）

（注）  横軸の地域差指数（給付費ベース）のデータ出所は『平成 19 年度医療費マップ』（厚生労働省保険局調査課）。
縦軸の 1人当たり保険料（対全国平均比）は『平成 19 年度　国民健康保険事業年報』（厚生労働省保険局調
査課）の保険者別データに基づき作成。市町村は地域差指数の区分に合わせており、大口市・伊佐郡菱刈町
は伊佐市として扱っている。
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図 2　市町村国保における医療費と保険料の相関図（2010 年度）

図 3　地域差指数の推移

（注）  データ出所は『平成 22 年度医療費の地域差分析』（厚生労働省保険局調査課）の保険者別保険料指数等（市
町村国保）。

（注）データ出所は『医療費マップ』各年度版（厚生労働省保険局調査課）。
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島以西の中国地方、四国地方、九州地方において 1人当たり医療費が高いという特徴があり、年度の

違いによってさほど変動は見られない。医療費適正化計画による医療の効率化が図られているところ

ではあるが、1人当たり医療費の地域間格差は構造的なものであり、今後短い期間に縮小することは

容易に期待しづらい状況にあると言える。

さらに今後、高齢化が本格するにあたり、医療給付費の増大は公的医療保険制度全体にとっての大

きな課題となる。その上で問題となるのは、上述の医療費の地域間格差に合わせ、高齢化の進展度合

いの地域差である。

表 2は都道府県別の高齢化率の見通しについて示したものである。全体として、2025 年度までの高

齢化の進展ペースは高く、2025 年度から 2035 年度にかけてはそのペースは若干緩やかとなる。しか

しながら、都道府県ごとに見ると様相は異なる。東京、大阪、愛知など大都市を抱える都府県では

2025 年度から 2035 年度にかけて高齢化の進展が加速する傾向が見られる。

これまでも、多くの先行研究において医療給付費増大とそれに伴う保険料負担の増大が今後の財政

運営の課題となることは指摘されてきている。

公的医療保険制度全体について将来推計を行った研究には、岩本他（1997）、鈴木（2006）、岩本・

福井（2007）、上田他（2010、2011）などがあり、推計方法はそれぞれ異なるものの、医療給付費およ

び保険料負担が将来長期にわたって増大を続けるという結果を示している 2）。また、鈴木（2008）と

岩本・福井（2012）は将来の 1人当たり医療費の伸びの不確実性を考慮し確率シミュレーションによ

る幅をもたせた将来予測を行っている。

市町村国保財政について全国レベルでの将来推計を行った研究もある。小椋・入舩（1990）は公的

医療保険各制度別に 1986 年から 2050 年にかけての将来推計を行っている。それによれば、市町村国

保の 1人当たり保険料は 2021 年には対 1986 年比で 1.7 倍、2041 年には 1.9 倍、2050 年には 2.1 倍に

なる。

鈴木（2000）や鈴木他（2012）は生年別×制度別の将来推計を行い、公的医療保険を通じた生涯負

担および生涯給付を計算している。鈴木（2000）では市町村国保の収支を均衡させるために必要とな

る保険料は 2050 年ごろピークを迎え、その水準は推計の足許である 1995 年の約 2倍になるとしてい

る。鈴木他（2012）は、国保加入者の生涯負担の生涯給付費に対する比率は 1980 年生まれについては

50％程度であるが若い世代ほど徐々に高まり、2015 年生まれについては 50％台半ばになるという推計

結果を示している。

しかしながら、その増大ペースは全国一律とは限らず、医療費の地域差や高齢化進展ペースの違い

によって地域ごとで異なりうる。湯田他（2012）は、福井県内の各市町村国保を対象に 2025 年度まで

の将来推計を行っている。湯田他（2012）は、1人当たり医療費は 2025 年度には全体で対 2009 年度

比 1.39 倍となり、市町村間では 1.27 ～ 1.48 倍の幅が生じること、1人当たり保険料は 2025 年度には
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表 2　都道府県別高齢化率（％）の見通し

（注）  データ出所は 2010 年については『国勢調査』（総務省統計局）、2015 年から
2035 年については国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推
計人口』（平成 19 年 5 月推計）。括弧内の値は 10 年前との差。
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全体で対 2009 年度比 1.50 倍となり、市町村間では 1.35 ～ 1.58 倍の差が生じることを示し、市町村国

保の都道府県単位化がこうした格差を解消する意味を持つと結論づけている。

市町村国保では、市町村単位で運営する際の財政力の地域差を解消すべく高額療養費共同事業、保

険財政共同安定化事業、保険基盤安定基金の創設などが進められ、都道府県単位での財政運営を行う

仕組みが整備されつつあるが、それでも都道府県間の格差はなお残る。1人当たり医療費の格差は都

道府県ごとで解消すべきであるというのが原則ではあるが、それが容易に進まない場合には国保の財

政運営の障害となる。また、高齢化の進展度合いの違いは、給付費抑制策を進める際の緊急性にも違

いをもたらすことになる。

そこで本稿では、現行制度を前提として、2010 年度を足許とした 2035 年度までの市町村国保財政

の見通しについて都道府県単位で推計し、現在の 1人当たり医療費の格差と人口動態が将来の市町村

国保被保険者の保険料負担の動向にどのような影響を及ぼすかを考察することにする。

3　推計の枠組み

本稿では、以下に述べるような手順に従って、都道府県単位での市町村国保の医療保険財政に係る

諸計数を 2010 年度から 2035 年度までの期間について 5年おきに推計した。

3 － 1　被保険者数の推計

推計の基本となる人口見通しとして、2010 年度については『平成 22 年国勢調査』（総務省統計局）

の都道府県別×年齢階級別人口を、2015 年度から 2035 年度までについては国立社会保障・人口問題

研究所『日本の都道府県別将来推計人口』（平成 19 年 5 月推計）の都道府県別×年齢階級別人口を用

いた 3）。

将来の市町村国保の被保険者数は、2010 年度における都道府県別×年齢階級別被保険者割合（被保

険者数の対人口比）が将来も一定であると仮定して、被保険者割合をそれぞれの年度の人口に乗じる

ことで推計した。推計に用いた都道府県別×年齢階級別被保険者は、『国民健康保険実態調査』（厚生

労働省保険局）の保険者別データ（保険者票）を集計して都道府県別×年齢階級別客体被保険者数を

求め、都道府県別の総数が『国民健康保険事業年報』（厚生労働省保険局）における都道府県別被保険

者数（年度末）と一致するように比例的に調整したものとした 4）。

制度間の財政調整を考慮するため、後期高齢者医療制度における被保険者数についても推計を行う

必要がある。『後期高齢者医療事業年報』の年齢階級別被保険者数（2010 年度末）を年齢階級別人口

（全国）で除したものを被保険者割合とし、誤差により 100％を超える場合には 100％であると想定し

た。その割合が将来も一定であるとして2015年度以降の被保険者数を算出した。後期高齢者医療制度

では一般被保険者と現役並み所得者では医療費の自己負担割合が異なるため、被保険者を一般被保険
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者と現役並み所得者に区別する必要がある。本稿では『後期高齢者医療事業年報』の年齢階級別被保

険者数（現役並み所得者）の対人口比を計算し、それが将来も一定であると想定して将来の現役並み

所得者を推計し、残りが一般被保険者であるとした。

3 － 2　医療給付費の推計

将来の医療給付費を推計するために必要となる 1人当たり医療給付費の推計手順については以下の

通りである。

まず『医療給付実態調査』（厚生労働省保険局）にある 2010 年度における市町村国保被保険者の都

道府県別×年齢階級別診療費を年齢階級別給付割合（1－自己負担割合）に乗じてから都道府県別に

集計したものを都道府県別給付費（調整前）とする。次に、2010 年度の『国民健康保険事業年報』保

険者別データにある保険給付費を都道府県別に集計したものを都道府県別給付費（調整前）で除して

調整係数を作成する。最後に、都道府県別×年齢階級別診療点数に調整係数を乗じたものを被保険者

数で除し、2010 年度の 1人当たり医療給付費とする 5）。

1 人当たり医療給付費の将来の伸びについて、本稿では 2つのケースを考えた。

ケース 1では、「医療費等の将来見通し及び財政影響試算」（厚生労働省保険局　平成 22 年 10 月 25

日）参考試算に基づき、伸び率を年 2.5％（医療高度化等分 1.5％＋診療報酬改定分 1％）とした。

ケース 2では、社会保障改革に関する集中検討会議（第 10 回：平成 23 年 6 月 2 日）で示された「医

療・介護に係る長期推計」の想定に基づいた。同推計では、

単価の伸び（年率）＝ 1.9％＋（経済成長率／ 3）％－ 0.1％ （1）

という想定を置き、2025 年までの医療給付費を推計している。（1）式右辺の 3つの項はそれぞれ、医

療高度化分、診療報酬改定分、薬・機器等による効率化分にあたる。なお、医療高度化分の伸びに当

たる 1.9％のうち 1.5％が 2005 ～ 2009 年度の医療費の動向を踏まえた部分、残り 0.4％が平均在院日数

の短縮とそれに伴う単価上昇による影響分とされている。ケース 2ではこの想定を踏まえ、2025 年度

までについては（1）式に従い、2025 年度以降については（1）式の右辺第 1項を 1.5％として 1人当

たり医療費の伸び率を設定した 6）。

将来の名目賃金上昇率は 2025 年度までは「医療・介護に係る長期推計」の改定版にあたる「社会保

障に係る費用の将来推計の改定について（平成 24 年 3 月）」（厚生労働省）の想定を用いた。2025 年

度以降は 2025 年度の名目賃金上昇率（年 2.4％）で一定とした。

ケース 2では名目経済成長率の想定も必要となる。本稿では名目経済成長率は賃金上昇率と労働力

人口変化率の和であるという定式化に基づいた。将来の労働力人口については JILPT（2011）の男女

別×年齢階級別労働力人口の実績値（2010 年）および推計値（2020 年、2030 年）が再現されるよう

に 2030 年度までの各年度の男女別×年齢階級別労働力率を線形補間して設定し、それを各年度の将来
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推計人口に乗じることで労働力人口を推計した 7）。

以上の手続きを踏まえた上で、2010 年度の 1人当たり医療給付費、単価の伸びの累積値（2010 年度

＝ 1）、被保険者数の 3つを乗じるという計算をそれぞれの年度について都道府県別×年齢階級別に行

い、都道府県ごとに集計することで、それぞれの年度の都道府県別医療給付費が推計される。

3 － 3　保険料負担の推計

ここでは各年度の保険料負担を推計する手順について述べる。

一般被保険者の医療給付費のうち 65 － 74 歳分は前期高齢者医療制度による財政調整を考慮する必

要がある。前期高齢者納付金の大まかな算定式、

当該保険者の納付金（マイナスの場合交付金）

　＝当該保険者の 1人当たり前期高齢者給付費×当該保険者の 0～ 74 歳加入者数

　　　×（全国平均の前期高齢者加入率－当該保険者の前期高齢者加入率）

に従い、都道府県ごとに市町村国保の前期高齢者納付金を推計した 8）。なお、市町村国保の前期高

齢者加入率は全国平均より高いため、いずれの都道府県でも計算結果はマイナスとなり、その分の前

期高齢者交付金を受け取ることになる。

現行制度では、各保険者は後期高齢者医療制度を支えるための支援金を拠出しており、その分も被

保険者の負担となる。後期高齢者支援金を推計するため、まず後期高齢者に係る医療給付費を推計す

る必要がある。その手順は一般被保険者の場合と同様である。一部負担割合が一般被保険者と現役並

み所得者で異なるため、以下のような手順で別々に推計を行った。

まず『医療給付実態調査』（厚生労働省保険局）にある 2010 年度における市町村国保被保険者の都

道府県別×年齢階級別診療費を年齢階級別給付割合（一般被保険者は 0.9、現役並み所得者は 0.7）に

乗じてから都道府県別に集計したものを都道府県別給付費（調整前）とする。次に、2010 年度の『国

民健康保険事業年報』保険者別データにある保険給付費を都道府県別に集計したものを都道府県別給

付費（調整前）で除して調整係数を作成する。最後に、都道府県別×年齢階級別診療点数に調整係数

を乗じたものを被保険者数で除し、2010 年度の 1人当たり医療給付費とする。

1人当たり医療給付費に単価の伸びの累積値、被保険者数を乗じるという計算をそれぞれの年度に

ついて都道府県別×年齢階級別に行い、都道府県ごとに集計することで、それぞれの年度の都道府県

別医療給付費が推計される。一般被保険者分と現役並み所得者分の和が、財政調整の対象である後期

高齢者の医療給付費となる。

医療給付費のうち後期高齢者が負担する割合は、現行制度に合わせ、
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後期高齢者負担割合＝ 2010 年度の負担割合（10.26％）

　　　　　　　　　＋ 2010 年度の若人負担割合（39.74％）×若人減少率／ 2

ただし、

若人減少率＝ 2010 年度の若人人口－当該年度の若人人口2010 年度の若人人口

という算定式に基づき、各年度の75歳未満人口をもとに設定した9）。医療給付費から公費負担分（50％）

と後期高齢者負担分とを除いたものを 75 歳未満負担分とした。

75 歳未満負担分は、75 歳未満の加入者数に応じて各保険者に按分され、後期高齢者支援金として拠

出が求められる。本稿では、75 歳未満負担分を全国の 75 歳未満人口で除したものを 1人当たり支援

金とし、75 歳未満の市町村国保一般被保険者数を乗じることで、都道府県ごとの支援金を推計した。

このようにして推計された一般被保険者の医療給付費および後期高齢者支援金の和から前期高齢者

交付金を差し引いたものが、各保険者の負担対象額となる 10）。負担対象額のうち、国（32％）の定率

負担および都道府県（9％）の調整交付金、国の調整交付金による公費負担（9％）を除いたものが所

要保険料となる 11）。さらにここから、国および市町村による保険料の軽減・減免措置がとられる。『国

民健康保険事業年報』（厚生労働省保険局）より、2010 年度の保険料（税）調定額と保険料（税）算

定額の比を都道府県ごとに求め、将来もこの割合で保険料の軽減が行われるものと想定して所要保険

料（軽減後）を推計した。なお、2015 年度については、一般被保険者分と退職被保険者等分に分けて

保険料の推計を行っている 12）。

保険料負担を表す指標として、1人当たり保険料と保険料率を作成した。1人当たり保険料は所要保

険料（軽減後）を被保険者数で除したものである。

保険料率を作成するため、各年度の所得総額を推計した。年齢階級別所得総額は全国レベルでしか

公表されていないため、やや粗い推計方法をとった。『国民健康保険実態調査』（厚生労働省保険局）

にある被保険者年齢階級別の被保険者所得総額を被保険者数で除したものに都道府県別×年齢階級別

被保険者数を乗じたものを都道府県別×年齢階級別所得総額（調整前）とし、その按分比で『国民健

康保険事業年報』の都道府県別所得総額を按分したものを都道府県別×年齢階級別所得総額（調整後）

とした。

さらにそれを都道府県別×年齢階級別被保険者数で除して、2010 年度における都道府県別×年齢階

級別 1人当たり所得総額とした。将来については、2010 年度における都道府県別×年齢階級別 1人当

たり所得総額に名目賃金上昇率の累積値および都道府県別×年齢階級別被保険者数を乗じたものを年

齢階級について集計して、都道府県ごとの所得総額とした。こうして求めた所得総額で所要保険料（軽
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減後）を除したものを保険料率とした。

4　推計結果

前節で述べた手順により、2035 年度までの 5年おきについて市町村国保の諸計数を都道府県別に推

計した。

表3は都道府県別被保険者数の実績値および将来推計値である。2015年度から 2025年度にかけて、

沖縄を除くすべての都道府県で被保険者数は減少する。減少率が最も高いのは山口県（18％）である。

2025 年度から 2035 年度にかけては、被保険者数の減少傾向が減速する都道府県が多いが、東北各県

やほとんどの九州各県など減少率がより高まる県も見られる。人口減少が市町村国保にもたらす影響

の大きさとそのタイミングは都道府県により異なることを示している。

表 4は医療給付費の実績値および将来推計値である。足許の水準に違いがあるため将来については

2010年度比で表示している。全般的傾向として、2025年度と2035年度についてはケース1よりもケー

ス 2の方が伸び率は高く推計されている。これは主として平均在院日数短縮に伴う単価の伸び（年

0.4％）を想定するかしないかの違いによるものである。

2015 年度時点で伸び率が最も高いのは滋賀県（ケース 1で 1.18、ケース 2で 1.17）であるが、2025

年度、2035 年度になると沖縄の伸び率が最も高く、2025 年度では 1.62（ケース 2は 1.63）、2035 年度

では 1.90（ケース 2では 2.03）となっている。

反対に伸び率が最も低いのは 2015 年度では秋田県（ケース 1、2とも 1.06）、2025 年度では山口県

（ケース 1で 1.16、ケース 2で 1.17）、2035 年度では再び秋田県（ケース 1で 1.17、ケース 2で 1.25）

となっている。本稿の推計では医療費の単価の伸びを全国均一としているため、表 3に見られる伸び

率の格差は人口総数の推移および年齢構成の推移における都道府県格差によるものである。

表 5は後期高齢者支援金の実績値および将来推計値である。やはり足許の水準に違いがあるため

2010 年度比で見ると、伸び率が最も高くなるのは 2015 年度では富山県（ケース 1で 1.41、ケース 2

で 1.40）、2025 年度と 2035 年度では沖縄県であり、2035 年度には 2010 年度比でケース 1が 2.91、ケー

ス 2が 3.11 となっている。表 2で見られたように、沖縄県の高齢化率の進展は他県よりも遅く、年齢

構成は相対的に若年層が厚い。さらに、沖縄は若年層の市町村国保被保険者の割合が相対的に高いと

いう特徴がある。後期高齢者支援金の負担の仕組みが0－74歳までの全医療保険加入者で人数割りと

なっているため、相対的に若人の多い沖縄県では総額で見た場合には支援金がより多くなるという構

造がある。

反対に、支援金の伸びが最も低いのは 2015 年度では大阪（ケース 1で 1.24、ケース 2で 1.23）、2025

年度時点では和歌山（ケース 1で 1.72、ケース 2で 1.73）、2035 年度時点では秋田県（ケース 1で 1.96、

ケース 2で 2.09）である。
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表 3　都道府県別被保険者数の見通し

（注）  2010 年度の値は年度末の市町村国保被保険者数（一般 +退職）。2015 年度以降
は筆者推計。括弧内の数値は 10 年前からの変化率。2010 年度と 2015 年度に
ついては退職被保険者等分含む。
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表 4　医療給付費の見通し

（注）  2010 年度の値は医療給付費（一般被保険者分＋退職被保険者等分）実額（単位は億円）。
2015年度以降は筆者推計。2015年度から2035年度までの値は対2010年度比。2015年
度については退職被保険者等分含む。
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表 5　後期高齢者支援金の見通し

（注）  2010 年度の値は後期高齢者支援金（一般被保険者分＋退職被保険者等分）実額（単位
は億円）。2025 年度から 2035 年度までの値は対 2010 年度比。2015 年度については退
職被保険者等分含む。



230 福井　唯嗣

以上のように、医療給付費と後期高齢者支援金では人口構造の変化による将来の伸びに地域差が生

じる可能性があることが確認された。

表 6は市町村国保に係る公費負担の実績値と将来推計値である。全体として、公費負担総額は 2035

年度まで増加をつづける。公費負担の対2010年度比が最も高いのはいずれの年度およびケースについ

ても神奈川県であり、2035 年度にはケース 1で 2.2、ケース 2で 2.3 となっている。反対に伸び率が最

も低いのは、2015 年度は島根県（いずれのケースも 1.1）、2025 年度は山口県（いずれのケースも 1.4）、

2035 年度は秋田県（ケース 1で 1.6、ケース 2で 1.7）である。

大まかに言えば、医療給付費と後期高齢者支援金から前期高齢者交付金を差し引いた調整対象需要

額の一定割合が公費負担となるため、市町村国保における医療給付費だけでなく、高齢者医療に係る

制度間財政調整の動向も公費負担の将来の伸びを左右する。さらに、国の調整交付金は市町村国保被

保険者の人数と所得状況に応じて配分されるため、調整対象需要額の動向とも完全にはパラレルでな

い。

ここからは、市町村国保の保険料負担の将来推計について、1人当たり保険料と保険料率という 2

つの指標に基づいて確認する。

表 7は保険料軽減後の 1人当たり医療保険料の将来推計値である。ただし、解釈を容易にするため

名目賃金上昇率で調整して 2010 年度価格で表示している。例外的ないくつかのケースを除き、2035

年度まで 1人当たり医療保険料は高くなっていく。2010 年時点ではいずれの都道府県も 10 万円を下

回っているが、2025 年度及び 2035 年度では 10 万円を上回っているのが多数である。

2015 年度から 2025 年度までの変化と 2025 年度から 2035 年度までの変化を比較すると、前者の伸

びがより大きい。表 2で見られたように、2015 年度から 2025 年度までは高齢化の進展が顕著である

ことを反映している。ケースごとの違いを確認すると、給付費の場合と同様に、単価の伸びがより高

く想定されているケース 2の方が、より高めの推計となっている。

将来の 1人当たり保険料が最も高いのはいずれの年度、ケースとも神奈川県であり、2025 年度には

ケース 1で 11.8 万円、ケース 2で 11.9 万円、2035 年度にはケース 1で 11.6 万円、ケース 2で 12.4 万

円となっている。反対に、2015 年度と 2025 年度では沖縄県が、2035 年度では青森県が、それぞれ 1

人当たり保険料が最も低くなっている。

表 8は保険料軽減後の医療保険料率（所得総額に対する比率）である。2010 年度では全国平均で

11.2％だが、2025 年度にはいずれのケースでも 15.0％、2035 年度にはケース 1で 15.3％、ケース 2で

16.3％と徐々に上昇する。それぞれの都道府県を見ると、2025 年度まではいずれの都道府県でも医療

保険料率は上昇するが、2025 年度から 2035 年度にかけては上昇のペースが落ち、一部では医療保険

料率が低下しているところもある。いずれの年度、ケースでも、医療保険料率が最も高いのは沖縄県、

最も低いのは東京都である。被保険者の負担能力を考慮すると、1人当たり保険料から把握する負担
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（注）  2010 年度の値は公費負担（定率分＋調整交付金分）実額（単位は億円）。2025 年度から
2035 年度までの値は対 2010 年度比。保険料（税）軽減・減免分の公費負担は含まない。

表 6　公費負担の見通し
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（注）  2010 年度は実績値。2015 年度以降は筆者推計。単位は万円（2010 年度価格）。保険
料（税）調定額（医療給付費分＋後期高齢者支援金分）に対応している。退職者医療
制度が存続している 2015 年度までは一般被保険者分。

表 7　1人当たり医療保険料の見通し（2010 年度価格）
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（注）  筆者推計。単位は％。保険料（税）調定額（医療給付費分＋後期高齢者支援金分）の
総額を課税総所得（基礎控除）の総額で除したものとして定義している。退職者医療
制度が存続している 2015 年度までは一般被保険者分。

表 8　医療保険料率の見通し
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状況とは異なる実態が見えてくる。

なお、表 7および表 8の値は 2010 年度時点と同じ比率で保険料軽減措置を行った後の推計値であ

る。所要保険料の増大ペースと同じ程度で市町村の一般会計繰入による保険料の減免を強化できない

場合には、1人当たり保険料はより高く設定をせざるを得なくなる点には注意が必要である。図 4は、

本稿における推計において前提とした保険料軽減率（保険料調定額総額の保険料算定額総額に対する

比率）と所要保険料率（保険料算定額総額の所得総額に対する比率）の相関図である。所要保険料率

が高い地域ほどより保険料が軽減されているという関係が読み取れる。現状においてすでに手厚い軽

減措置をとっている自治体には一般会計繰入を拡充する余地はあまりないものと考えられる。した

がって、今後保険料増大が進めば、現状と同程度の軽減措置を維持することが困難となる自治体も出

てくるという懸念がある。

5　結論

本稿は、現行制度を前提として、市町村国保による医療保険財政についての都道府県単位での将来

推計を行った。

今後 20 年ほど、被保険者数は全体として減少傾向を示すが、都道府県単位で見ると減少のペースや

推移のパターンには地域差が見られることが分かった。また、医療給付費、後期高齢者支援金、公費
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（注）  所要保険料率は保険料（税）算定額を所得総額で除したものとして、保険料軽減率は保険料（税）調定額総
額を保険料（税）算定額総額で除したものとしてそれぞれ定義している。

図 4　保険料算定額と保険料軽減率の相関（2010 年度）
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負担の増大ペースについても都道府県間で異なる可能性があることが示された。

被保険者の保険料負担は全体としては増加傾向を示すが、やはりその変化のペースやパターンには

地域差が起こることも確認された。また、保険料負担を 1人当たり保険料で見るか所得総額に対する

比率で見るかによって都道府県ごとの保険料負担に対する評価は大きく異なることも分かった。

本稿の推計は、1人当たり医療費の伸びについても全国一律と想定しているので、確認された地域

差は、主に現時点での 1人当たり医療費の都道府県格差、および、被保険者の年齢構成の違いによっ

て生じるものである。

現在検討されている医療費適正化のさらなる推進が意図したとおり実現し、1人当たり医療費の都

道府県格差が縮小すれば、将来の医療保険財政の地域差の縮小にも貢献することになる。1人当たり

医療費の伸びについて都道府県ごとで異なる想定をおいて新たな将来推計を行うというモデル拡張に

より、医療費適正化の政策効果を論じることが可能である。また、本稿の推計は現行制度を前提とし

ており、高齢者医療制度改革が実現した場合の将来推計を行うことも今後考えられるモデル拡張の方

向性の一つである。こうした新たな将来推計を行う際、本稿の推計はそのベンチマークとしての役割

を果たすことになる。

注

＊　本稿の研究の一部は学術研究助成基金助成金・基盤研究（C）24530372 からの助成を受けている。また、

本誌の匿名査読者 2氏からは有益かつ貴重なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。

１）高齢者医療制度改革会議では、新制度移行が医療保険財政に与える影響についての厚生労働省保険局に

よる試算（「医療費等の将来見通し及び財政影響試算」）も示された。それによれば、新制度への移行に

より全国ベースでは共済組合の 75 歳未満保険料が増加するのみで、協会けんぽ、組合健保、市町村国保

の 75 歳未満保険料は減少し、公費負担が増加するという見通しとなっている。

２）上田他（2010、2011）は個別の医療保険制度に区分して推計を行っているが、推計結果として示されて

いるのは制度全体の総額である。

３）本稿執筆時点では、『平成 22 年国勢調査』に基づく将来推計人口は全国ベースの『日本の将来推計人口

（平成 24 年 1 月推計）』しか公表されていないため、『平成 17 年国勢調査』に基づく将来推計人口である

平成 19 年 5 月推計を用いた。『日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）』では出生率が上方修正され

るなどの改定があったため、本稿の推計における若年人口については若干低めの想定をおいていること

になる。

４）退職者医療制度は 2008 年に廃止となったが、移行措置として 2014 年度までは新規適用を行い、2015 年

度以降も退職被保険者が 65 歳になるまでは制度が存続することになる。したがって本稿では、2015 年

度に限り 2010 年度時点での被保険者割合で退職被保険者とその被扶養者がいるものと仮定して、一般被

保険者と同様の手順によって退職被保険者等数を推計している。

５）1人当たり医療給付費は一般被保険者分と退職被保険者等分のそれぞれについて推計したが、推計に用

いた診療報酬点数は一般分と退職分を区別したものではない。したがって本稿の推計では一般と退職と
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で受療状況に違いがないものと仮定していることになる。

６）本稿の推計では、医療費適正化計画に基づく平均在院日数の短縮は 2025 年度までにはほぼ完了している

と考え、2025 年度以降の医療高度化による伸びは 1.5％になるとした。

７）JILPT（2011）の推計では、将来の労働参加率の向上について複数のシナリオを想定して労働力人口を

推計している。本稿で用いたのはそのうち、労働市場への参加が一定程度進む場合（慎重 Bシナリオ）

における労働力人口である。なお 2030 年度以降は 2030 年度の男女別×年齢階級別労働力率のまま一定

であるとした。

８）全国平均の前期高齢者加入率は全国の 65-74 歳人口を 0-74 歳人口で除したものとした。実際には医療保

険制度は全人口をカバーしていないので、本稿の推計では前期高齢者加入率を若干高めに想定すること

になる。

９）厳密には、後期高齢者負担割合の改定は 2年ごと（偶数年度）に改定される。本稿の推計対象年度のう

ち 2015、2025、2035 年度は改定年度にあたらないが、あたかもその年度に改定が行われるとして推計を

行っている。

10）2015 年度については退職被保険者等分の医療給付費から前期高齢者交付金を差し引いたものも負担対象

となる。なお退職被保険者等の後期高齢者支援金は被用者保険からの移転で賄われるため含めていない。

11）このうち調整交付金による公費負担は、『国民健康保険事業年報』（厚生労働省保険局）における 2010 年

度の都道府県別実績（普通調整交付金＋特別調整交付金）に基づいて按分割合を設定し、将来について

は全国の負担対象額の 9％がその按分比で各都道府県に交付されるものとした。

12）一般被保険者分と退職被保険者等分では保険料の推計方法が若干異なる。退職被保険者等分の保険料率

は一般被保険者分と同一であると想定している。保険料率に退職被保険者等の所得総額を乗じて所要保

険料（軽減後）を推計し、それを被保険者等数で除して 1人当たり保険料を推計した。
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Future Projections of Municipal NHIs’ Finance 
for Each Prefecture

Tadashi FUKUI

Abstract

Prefecture-managed finance of municipal National Health Insurances（NHIs）is expected to solve 

the difference in per-capita health care benefits and insurance premiums between insurers. However, the 

reform might not be a solution to reduce the difference in insurance premiums between prefectures. If 

the difference is caused only by the difference in per-capita health care costs, it should be solved by 

prefecture’s effort to make health care costs more proper. Or if it is caused also by incomplete allotment 

of the contribution to finance in the insurance benefits of the elderly, the difference in insurance 

premiums should be solved as a problem of the entire health care insurance system.

This paper estimates future projections of municipal NHIs’ finance on each prefecture. The 

projection shows the increases in future health insurance benefits and insurance premiums. Also, we 

found that the pattern of increases in such values is different between prefectures.

Keywords : Health Care Insurance System, Municipal National Health Insurance, Future Projection, 

Health Care Benefits, Regional Difference


